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国立大学法人筑波技術短期大学の中期目標・中期計画一覧表 
                                     

中期目標 中期計画 

 

大学の基本的な目標 

 国立大学法人筑波技術短期大学（以下，筑波技術短期大学と

いう。）は，聴覚・視覚障害者を対象とする我が国唯一の高等教

育機関として，個々の学生の障害や個性に配慮しつつ，障害を

補償した教育を通じて，幅広い教養と専門的な職業能力を合わ

せもつ専門職業人を養成し，両障害者の社会的自立と社会貢献

できる人材の育成を図るとともに，新しい教育方法を開発して

障害者教育の改善に資することを基本的な目標とする。 

 この基本的な目標を踏まえ，障害者に対する高等教育の内容，

方法及び各専門分野に関する研究の推進を図るとともに，最新

の情報技術等を利用してこれらの障害を補償・代行する機器や

システムの開発に努める。 

また，聴覚・視覚障害学生を受け入れている他大学等に対す

る支援や，世界各国の高等教育機関との障害者に係る教育研究

に関する国際交流活動等を推進する。 

さらに，東洋医学と西洋医学を統合した教育研究を推進する

とともに，特色ある医療活動を通じて地域医療に貢献する。 

 筑波技術短期大学は，これらの目標をより高いレベルで達成

していくために，４年制大学化を視野に教育研究の充実を図る。 
 
 

Ⅰ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織 

 １ 中期目標の期間 
平成１６年４月１日から平成２２年３月３１日までの

６年間とする。 
 ２ 教育研究上の基本組織 
    この中期目標を達成するため，別表に記載する学科を

置く。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

 

 
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 
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（１）教育の成果に関する目標 

    聴覚・視覚障害を補償した教育を通じて，豊かな人間

性と生涯にわたって学習するための基本的素養を身に付

けさせるとともに，情報化，国際化の進展に柔軟に対応

できる能力，さらに，個性に合った高度の職業技術・知

識とその応用能力を育成し，各専門の分野において社会

に貢献できる専門職業人を養成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）教育内容等に関する目標 

    筑波技術短期大学の理念を踏まえ，アドミッション・

ポリシーを明確にし，これに応じた学生の受け入れを図

る。また，教育目的・目標に則して，教育課程を編成し，

体系的な授業内容を提供し，教育課程や個々の授業の特

性に合致した授業形態，学習指導法等を行うとともに，

成績評価基準を明確にする。 
さらに，感覚に障害を持つ社会人に再教育の場を提供

する。 

（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置 

  ○各年度の学生収容定員は別表のとおりとする。 

 

  ○教養教育の成果に関する具体的目標の設定 
    個々の学生にとって，適切な科目履修ができるよう，教養系科目の拡充を図り，生涯にわ

たって学習し，社会人として活躍しうる基本的資質を身に付けさせる。 

    また障害関係科目の充実により障害の理解・克服を促すとともに，障害補償演習や言語・

情報関係教育を通じて，情報化，国際化の進展に対応できるコミュニケーション・スキルを

高める。 
 
  ○専門教育の成果に関する具体的な目標の設定 
    各専門分野の技術の高度化に柔軟に対応できるとともに，社会に積極的に参加し貢献でき

る専門職業人を養成する。 
 
  ○卒業後の進路等に関する具体的目標の設定 

    聴覚障害関係学科では産業技術関係，視覚障害関係学科では保健科学関係の専門職業人・

技術者としての就職を確保するため，インターンシップなどを通して職業指導の充実を図る

とともに，産業界との連携に努める。また，国家試験など資格試験の合格率を高い水準に維

持する。 
なお，学習意欲の高い学生には大学院等への進学も奨励する。 

 

  ○教育の成果・効果の検証に関する具体的方策  

教員相互の授業評価や学生による授業評価等の結果を活用し教育指導等の改善に努めるた

め評価委員会を設け，教育の成果や効果を検証し，評価の内容を教員と学生にフィードバッ

クすることにより授業の改善や就職・進路指導の改善を図る。また教育成果の評価法に関す

る研究プロジェクトを立ち上げ，研究成果をまとめる。 

    

  ○４年制大学化 

教育の成果に関する目標をより高いレベルで達成するために，４年制大学化を視野に教育

の充実を図る。 

（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置 

  ○アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策 

    適切かつ広範な広報活動を継続し，入学者募集基準や教育内容の周知を図る。また，入学

資格や受け入れ方針，障害の特性や自立意欲などの評価法及び基準の検討を行い，社会人の

受け入れを含めて入学者選抜方法の改善を検討する。さらに，研究生，科目等履修生の受入

れの拡大を図る。 
 

  ○教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策 

    教養教育と専門教育を統合し，一貫した教育課程を編成する。特に，専門教育については，
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（３）教育の実施体制等に関する目標 

    教育目的・目標の実現を図るために，授業内容及び方

法の改善に必要な教育体制及び教育支援体制を整え，授

業担当教員を対象とした組織的な研修の推進を図る。 

    また，授業評価の結果を教育の質の向上及び改善の取

り組みに結びつける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

個々の学生の適性や目標に応じた学習プログラムに対応できるように，幾つかの専攻や履修

モデルを作成し，選択性を高める。また，教育課程に関する学生の評価や定着状況等を踏ま

えて，その改善を図る。 
 

  ○授業形態，学習指導法等に関する具体的方策 

    障害に配慮したきめ細かい指導ができるように，ＴＡ導入などを含め，能力別や少人数の

クラス編成に必要な実施体制を整える。また，他大学との単位互換，留学の奨励，インター

ンシップなどにより，本学以外の教育資源の活用を図る。さらに，シラバスの内容を毎年見

直すとともに，それぞれの項目が授業の内容を適切に表しているかを検討する。 
 

  ○適切な成績評価等の実施に関する具体的方策 

    すべての授業について明確な成績評価基準を策定し，学生に公表する。 

 

 

（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

  ○適切な教職員の配置等に関する具体的方策 

    専門教育系の教員も必要に応じて教養教育を担当するなど，教養教育系と専門教育系の科

目の領域を越えた科目担当を実施する。全学の担当教員の配置状況・選考基準の点検を実施

し，次期中期目標・計画に反映させる。 
 

  ○教育に必要な設備，図書館，情報ネットワーク等の活用・整備の具体的方策 

    聴覚・視覚の障害を補償する設備を充実するとともに，自由にアクセスできる情報システ

ムやインターネットを十分に活用できる学習環境を整える。また，図書館においては，聴覚・

視覚障害関係の図書や教養教育のための図書の充実を図る。 
 

  ○教育活動の評価及び評価結果を質の改善につなげるための具体的方策 

    評価委員会による評価結果を予算配分，昇格人事等に活用する。 
     

  ○教材，学習指導法等に関する研究開発及びＦＤに関する具体的方策 

    障害を補償した効果的な指導方法の改善・開発をさらに推進するとともに，教材，学習指

導法，障害の理解等に関する全学的なＦＤを定期的に実施する。また，新任教員に対して，

障害の理解や効果的な指導法に関する研修を実施する。 
 

  ○全国共同教育，学内共同教育等に関する具体的方策 

    インターンシップ，放送大学や他大学との単位互換，学外（海外を含む）とのリアルタイ

ムの双方向学習を推進する。 
 

  ○学科等の教育実施体制等に関する特記事項 
      障害の理解・克服を促すために，障害関係科目や障害補償演習等を適切に実施する体制を

整え，必要な授業を開設する。 



- 4 - 

 

（４）学生への支援に関する目標 

    学習・生活に関する相談・助言の体制を整え，障害に

係わるニーズに配慮しながら，学生への支援を効果的に

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 研究に関する目標 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 

       筑波技術短期大学の特色である障害者高等教育に関す

る研究を国際的水準で展開し，その研究成果を他の教育

機関等に積極的に公開するとともに，障害者の福祉向上

や高齢者の生活支援のために活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

  ○学生相談・助言・支援の組織的対応に関する具体的方策 

    個々の学生の障害の状態や能力を的確に把握するとともに，各授業担当教員が学生からの

意見や要望に対応するためオフィスアワーを設けるなど，学習・生活支援を進めるための体

制を整える。 

 

  ○就職支援等に関する具体的方策 

    新たな就職先の開拓，進路・就職に関する講演会等の充実，学生のコミュニケーション特

性に応じた面接指導，就職後のフォローアップ等を推進する。 

 

  ○経済的支援に関する具体的方策 

    学費猶予，免除制度を活用するとともに，種々の奨学金等に関する情報の収集に努め，学

生に提供する。 

 

○社会人・留学生に対する配慮  

  社会人や留学生の受け入れを積極的に進め，その学習・生活を支援する活動を充実させる。 

 
２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

  ○目指すべき研究の方向性 

        聴覚・視覚障害者を対象とする高等教育機関として，障害者に対する高等教育の内容・方
法等に関する研究及び学習・生活支援システムの研究を推進する。 

 
◯大学として重点的に取り組む領域 

        産業技術及び保健科学に係る研究を進めるとともに，聴覚･視覚障害者に関する教育方法の 
在り方，教育機器，教材，障害補償システム，教育支援システムについて研究開発を推進す

る。さらに，西洋医学と漢方，鍼灸を含む東洋医学を統合した国際的なレベルの研究を推進

する。 
       
  ○成果の社会への還元に関する具体的方策 
        聴覚・視覚障害者のための教育に関する研究成果については，相談・支援室の積極的利用

促進を図ることにより，関係教育機関に還元する。また，障害者の福祉向上や高齢者の生活

支援に結びつく研究成果については，関係企業と連携して，積極的に実用化を目指す。 
 
  ○研究の水準・成果の検証に関する具体的方策  
        評価委員会において，他大学や世界の研究業績を調査し，各教員及び研究チームの研究水

準の目標設定を行う。 
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（２）研究実施体制等の整備に関する目標 

 重点研究プロジェクトを設定し，人材，資金，施設など
を重点配分する。 
また，評価委員会による評価結果を研究費の配分や人

事制度に反映させる。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

３ その他の目標 

（１）社会との連携，国際交流等に関する目標 

    他大学や地域社会等と連携し，聴覚・視覚障害者に係

る教育支援を行うとともに，開発した障害補償機の成果

を公表する。世界各国の教育機関と連携して障害者に係

る教育研究に関する国際交流を推進し，その中核として

○４年制大学化 
    研究水準及び研究成果等に関する目標をより高いレベルで達成するために，４年制大学化

を視野に研究の充実を図る。 
 

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置 

  ○適切な研究者等の配置に関する具体的方策 
大学としての重点研究プロジェクトを設定し，併任，研究員委嘱等により，学科を越えた

研究ユニットを編成して研究を推進する。また，学科ごとの教員の配置状況を点検し，次期

中期目標・計画に反映させる。       
 
  ○研究資金の配分システムに関する具体的方策 

重点研究プロジェクトに研究のための資金を重点的に配分する。 
 

  ○研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体的方策 
研究室，実習室等の設備・利用状況について現状をチェックし，研究スペースの配分適正

化を図り，重点研究プロジェクトのための研究施設を確保する。設備・備品のリスト，利用

状況等を調整して学内に公表し，これらの適正な運用を図る。 
 

  ○知的財産の創出，取得，管理及び活用に関する具体的方策 
教員の取得した特許，開発したシステム等については，産業界と協力して実用化を目指す。

特に障害者支援機器等に関して特許取得を目指す。 
   

  ○研究活動の評価及び評価結果を質の向上につなげるための具体的方策 
評価委員会の評価結果をもとに研究内容・方針・体制の見直しを行うとともに，評価結果

を研究費配分，昇格人事等に活用する。 
 

 ○全国共同研究，学内共同研究等に関する具体的方策 
障害者教育および支援に関する国際的・全国的な研究会を開催し，共同研究を進めるとと

もに，客員研究員制度や招待研究システムを活用し，研究者を招聘する。 

 

  ○研究実施体制等に関する特記事項 
東西統合医学に関する国際的な研究を行うとともに，２００６年には本学において，アジ

ア太平洋地域聴覚障害問題会議（ＡＰＣＤ２００６）を開催する。 

 
３ その他の目標を達成するための措置  

（１）社会との連携，国際交流等に関する目標を達成するための措置 

  ○地域社会との連携・協力，社会サービス等に係る具体的方策 
    聴覚・視覚障害者に係る教育機器，障害補償システムの研究開発を図り，成果を公開する

とともに，通訳養成（点字，手話等），公開講座，研修会，カウンセリング等を実施する。 
  また，地域住民，両障害関係者に対する図書や障害関係資料の利用促進を図る。 
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の役割を果たす。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）附属診療所に関する目標 

    高度な専門性を有するとともに，患者の立場に立った

医療を行える鍼灸臨床実習の場として充実するとともに

経営の効率化を図る。 

 また，東西医学を統合した研究と診療，施術を通して

地域医療の向上に貢献する。 

 

 

 

 

 

 
  ○産学官連携の推進に関する具体的方策 
    関係機関と連携して産学交流会やシンポジウムを開催し，新技術の開発，特許取得，製品

化を積極的に進める。 
 
  ○他大学等との連携・支援に関する具体的方策 
    教材や教育支援システムの開発等を通して，両障害者の教育方法の改善に資するとともに，

ニーズに応じて他大学等への情報提供，教育相談，地域の小・中学校への障害教育の啓発を

進める。 
 
  ○留学生交流その他諸外国の大学等との教育研究上の交流に関する具体的方策 
    世界の障害者教育に係る大学と国際交流を進める。また，国際交流締結校を中心に教官及

び職員の交流を推進するとともに，留学生の派遣・受け入れ，聴覚障害者国際大学連合によ

る学生交流，国際シンポジウムの開催等により，教育・研究の国際交流を推進する。 
 
  ○教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体的方策 
    国際交流協定締結大学等との間で国際会議・研究会を行うとともに，インターネット等で

障害者教育支援の範囲を海外に広げる等により，国際的にも両障害者教育における中核的役

割を果たす。 
 
（２）附属診療所に関する目標を達成するための措置 

  ○良質な医療人養成の具体的方策 
    学生個々の能力や障害の程度に応じたより質の高い臨床実習のあり方を検討し，患者の立

場に立った施術を行える鍼灸師を養成する。また，鍼灸師・医療従事者の卒後教育について

も，その在り方の検討を行う。 

 
  ○医療サービスの向上や経営の効率化に関する具体的方策 

 需要の多い診療科目の診療時間の延長等を検討するとともに，地域の需要に応じた健康講

座の開催や健康相談の実施など，患者サービスの向上を図る。また，医療事務の効率化を図

る。 

 

  ○適切な医療従事者等の配置に関する具体的方策  
   地域医療機関としてより積極的な役割を果たすため，医師・鍼灸師等の診療体制の強化や 

事務体制の整備など，患者のニーズにあった診療体制の充実，整備を検討する。 

 

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

１ 運営体制の改善に関する目標 

   学長のリーダーシップの下で，大学を効率的・機動的に

運営できる体制を構築するとともに，大学構成員の持つ幅

広い意見や学外者の専門的な意見の取り入れを可能とする

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

  ○全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策 
    学長がリーダーシップを発揮することを可能にするために，経営，教育研究等を分掌する

複数の理事を設置するとともに，学長，理事等で構成する学内調整組織を置き，学長の求め
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システム，限られた資源をより効果的に活用できるシステ

ムの創出を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標  

   我が国唯一の聴覚・視覚障害者のための高等教育機関と

して基本的な目標をより高いレベルで達成するため，４年

制大学化を視野に教育研究組織の見直しを進める。 

 

 

 

 

に応じて大学運営上の助言等を行うなど，学長補佐体制の強化を図る。 
    
  ○運営組織の効果的・機動的な運営に関する具体的方策 
    大学運営についての意思形成を円滑に行うために，学内調整組織において，役員会，経営

協議会，教育研究評議会で審議する事項の整理およびその他の全学的な事項についての調整

を行う。 
 
  ○部局長等を中心とした機動的・戦略的な部局等運営に関する具体的方策 
    各部局の長が機動的・戦略的に当該部局を運営することを可能にするために，部局長の専

決事項と教授会の審議を経るべき事項とを適切に整理するとともに，教員，事務組織により

部局長を補佐する体制を強化する。 
 
  ○教員・事務職員等による一体的な運営に関する具体的方策      
    専門的知識を有する人材を育成するとともに，大学運営にかかる企画立案等に積極的に参

画し得るシステム作りを進める。 
 
  ○全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策 
    各部局への資源配分は，大学全体の戦略を踏まえた方針および部局に対する評価に基づい

て算定する。また，戦略的な資源運用を実現するため，一定比率を学内共通経費として留保

するとともに，受益者負担制度等，コスト意識の向上を促すシステムの導入を図る。 
 
  ○学外の有識者・専門家の登用に関する具体的方策 
    必要に応じて有識者・専門家を参与等として委嘱し，専門的見地等からの助言を得て大学

運営に反映する。 
 
  ○内部監査機能の充実に関する具体的方策  
    研修等により監査担当者の資質向上を図るとともに，内部監査の手法を確立し，日常的な

内部牽制を含め，財務会計全般について効率的，効果的な内部監査を行う。 
                        
○国立大学間の自主的な連携・協力体制に関する具体的方策  

    近隣の国立大学法人等と事務職員の人事交流を図るとともに，職員研修の充実に努める。 
 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

  ○教育研究組織の編成・見直しのシステムに関する具体的方策   
    学内調整組織において，中期計画や各部局の評価等を踏まえて組織の設置や再編について

の方針を策定する。 
             
  ○教育研究組織の見直しの方向性  
    聴覚・視覚障害者に対する高等教育に関し教育研究の充実と社会環境の変化や社会的要請

に応えるために，本学の４年制大学化の準備を進める。 
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３ 人事の適正化に関する目標 

   聴覚・視覚障害者に対する高等教育とそれに関連する研

究等を担う多彩な人材を確保するために，教員構成の多様

性，勤務体制の柔軟性を可能にする人事制度を構築すると

ともに，教職員の能力・業績を適切に反映させる評価シス

テムの構築を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標  

   事務組織全般にわたり業務を精査し，事務処理の一層の

効率化・合理化を図るとともに，新たに必要となる機能の

充実を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

    また，4 年制大学化の完成に引き続いて設置を目指している大学院，次期中期目標期間中
に設置を目指している理療科教員養成課程に対応する教育研究組織の在り方についても，検

討を進める。 
 

３ 教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

  ○人事評価システムの整備・活用に関する具体的方策   
    教育業績，研究業績，大学運営参加実績，社会的貢献等，多様な活動について，多面的か

つ公正な評価基準に基づいて評価し，昇格，昇進等の処遇に適切に反映させる。 
 
  ○柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策 
    国内外の優秀な人材の採用を可能とする弾力的な教員採用方法を工夫するとともに，教員

の勤務時間及び兼職・兼業の適正な在り方等を検討する。 
                         
  ○教員の流動性向上に関する具体的方策 
    公募制の拡充や他の障害者教育関連の大学・研究機関等との人事交流を図る。 
 
  ○外国人・女性・障害者等の教員採用の促進に関する具体的方策 

大学全体の目標及びこれに基づく各部局の目標を設定し，推進を図る。 
 
  ○事務職員等の採用・養成・人事交流に関する具体的方策 
    近隣の大学との連携の下に事務職員の採用・人事交流を行うとともに，事務職員等の専門

性の向上や優秀な技術系職員の確保に努める。 
                           
  ○中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策  
    各教育研究活動，業務活動について人的資源の活用状況の観点からの見直し評価を行うと

ともに，合理化が可能と判断される活動については人員削減を行い，新規重点目標等の遂行

に必要な要員を確保する。 
 

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

  ○事務組織の機能・編成の見直しに関する具体的方策 
    情報化の推進，アウトソーシング等により，事務処理の合理化・効率化を実現するととも

に，企画立案機能等，新たに必要となる機能の充実を図る。 
 
  ○複数大学による共同業務処理に関する具体的方策 
    近隣の大学等との共同研修の実施，大学間協約等に基づく人事交流を促進する。 
 
 ○業務のアウトソーシング等に関する具体的方策   
    各業務について，業務の効率化，経費の節減，人員の適正配置の観点から見直しを図り，

アウトソーシングが適切と判断されるものについては，積極的に導入を図っていく。 
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Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 

１ 外部研究資金その他自己収入の増加に関する目標 

積極的な外部資金の獲得を推進し，研究活動の活性化を

図る。 
   また，施設の地域開放，公開講座の実施などにより，自

己収入の増加に努める。 
 

 

 

 

 

２ 経費の抑制に関する目標 

   事務・事業・組織等の見直し，外部委託の見直しとその

推進，調達コストの削減等を通じ，経費の節減合理化を図

る。併せて，教職員のコストに関する意識を高める。 

 

 

 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標 

   施設の有効活用を促進するための効率的かつ体系的な管

理体制を整備する。さらに施設の防災・防犯管理体制の強

化，地域への積極的な公開を図る。 

 

 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

  ○科学研究費補助金，受託研究，奨学寄附金等外部資金増加に関する具体的方策 
外部研究資金の獲得を促進するための研究支援システムを確立し，関係情報の収集・提供

及び獲得のための助言を行う。 
 
  ○収入を伴う事業の実施に関する具体的方策  

① 教育研究の成果を公開講座等により地域住民に還元する。 
② 地域・企業等と連携を強化し，教育研究の成果の活用を図る。 
③ 学内の施設・設備を積極的に地域住民等に開放する。 

 
２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

  ○管理的経費の抑制に関する具体的方策  
① 光熱水料の節減，業務内容の見直し，外部委託の促進，管理部門及び教育研究部門にお

けるペーパーレス化の推進など，業務の効率化に努める。 
② 定期的にセグメントごとのコスト分析を行うとともに，その結果を周知徹底して，コス

ト意識の改革を図る。         
 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

  ○資産の効率的・効果的運用を図るための具体的方策  
① 資産の運用については，外部専門家の助言を得ながら，効率的・効果的な運用を図る。 

  ② 施設・設備等への新規投資に関しては，既設施設の共同利用や移管等による有効活用を

徹底して，所要額を極力抑制する。 

  ③ 経済的でかつ効果的な防災・防犯監視体制を構築し，施設設備の保全を図る。 

  ④ 本学の施設を積極的に公開・提供することにより，地域との連携を強化する。 

 

Ⅴ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目

 標 

 

１ 評価の充実に関する目標 

   多様性，透明性のある自己点検・評価システムによる自

己点検・評価を行う。また，評価結果を教育研究，組織運

営の継続的改善に反映させることにより，大学の継続的な

質的向上の促進，社会への説明責任を果たす。 

 

  

 

 

 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置 

 

 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置   

  ○自己点検・評価の改善に関する具体的方策 
    教育研究の活性化，組織運営の効率化に反映させるため，多様性，透明性のある新たな自

己点検・評価システムの構築及び実施体制を整備する。 
なお，一定期間ごとに自己点検・評価システムを見直し，大学の継続的な質的向上を促進

する。 
 
  ○評価結果を大学運営の改善に活用するための具体的方策 
    自己点検･評価及び国立大学法人評価委員会の評価結果を公表し，障害団体関係者，障害教

育関係者等から幅広く意見を求めるとともに，外部からの意見を参考に，一定期間ごとに評

価結果に基づき教育研究活動，組織運営の見直しを行い，大学運営の継続的改善を推進する。 
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２ 情報公開等の推進に関する目標 

   広報紙，ホームページ等を活用し，教育研究活動，学生

生活等の大学情報の積極的な発信に努め，より一層の広報

活動の充実を図る。 

 

 

 

 

  
２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置 

  ○大学情報の積極的な公開・提供及び広報に関する具体的な方策  
    教育研究活動の状況・知的情報を一元的に把握できるデータベース化を推進し，社会の求

めに応じて適切に提供できる体制の整備を図る。 
    広報紙，ホームページ等の点検・見直しを随時行い，社会が求める情報を迅速に，かつ，

積極的に提供する。 
 

 

Ⅵ その他業務運営に関する重要目標 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 

   施設設備を全学の共有財産として位置づけた有効活用を

目指し，定期的な点検評価を行い，教育研究組織の転換及

び施設の老朽，狭隘等に計画的かつ効率的に対応できる施

設整備を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 安全管理に関する目標  

   学内における安全管理体制を構築し，安全管理に関する

研修の実施，教職員・学生の健康管理，事故防止の充実を

目指す。また，情報セキュリティの充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

１ 施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置 

  ○施設等の整備に関する具体的方策 
   ① 施設の老朽化の点検を行い，補修計画を策定し，計画的な修繕計画を策定する。 
  ② 校舎，学生寄宿舎等について，聴覚・視覚障害者のための教育研究・生活環境としての

バリアフリー化，安全性，情報保障に関する見直しを行い，実情に即した整備改善計画を

策定し，実行可能なものから整備を行う。 
   ③ 本学の教育研究上，新たに必要となる施設設備を計画的に整備する。 
   ④ 学内情報ネットワークの整備計画及び管理運営に関する方策を策定する。 
  
 ○施設等の有効活用及び維持管理に関する具体的方策  
① キャンパス内の全ての施設・設備について，利用状況を定期的に点検評価することによ

り，有効活用を図る。 
② 占有的に利用するスペース等については，受益者負担制度等の導入など，コスト意識の

向上策を検討する。 
 
 

2 安全管理に関する目標を達成するための措置 

  ○労働安全衛生法等を踏まえた安全管理・事故防止に関する具体的方策 
   ① 教職員の健康安全管理，事故防止のためのマニュアルの作成，研修の実施などにより，

教職員の意識の啓発を図る。 
② 盗難や情報システムへの不正アクセス等に対応するセキュリテイ対策を策定し，教職

員・学生の安全や大学財産の保全に努める。 
 
  ○学生等の安全確保等に関する具体的方策  
    聴覚・視覚障害学生に対する，緊急時の情報伝達・避難体制等に配慮した安全管理，事故

防止マニュアルを作成するとともに，定期的に防災訓練を実施するなど，学生の安全確保につ

いて周知・徹底を図る。 
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Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画  

 

１ 予 算  

平成１６年度～平成２１年度 予算 

（単位：百万円） 

区  分 金  額 

収入 
 運営費交付金 
 施設整備補助金 
 船舶建造費補助金 
 施設整備資金貸付金償還時補助金 
 国立大学財務・経営センター施設費交付金 
自己収入 
 授業料及入学金検定料収入 
 附属病院収入 
 財産処分収入 
 雑収入 
産学連携等研究収入及び寄付金収入等 
長期借入金収入 

        計 

 
１３，８４９ 

９０  
０ 
０    
０ 

             １，５９２ 
７３３ 
６２８ 
０ 

２３１ 
１２１ 
０ 

            １５，６５２ 

支出 
 業務費 
  教育研究経費 
  診療経費 
  一般管理費 
 施設整備費 
 船舶建造費 
 産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 
 長期借入金償還金 
         計 

 
１５，４０３ 
１０，４７７ 

５９０ 
４，３３６ 

９０ 
０ 

１２１ 
３８ 

            １５，６５２ 

[人件費の見積り] 
 中期目標期間中総額１０，７２７百万円を支出する。(退職手当は除く) 
注）人件費の見積りについては，１７年度以降は１６年度の人件費見積り額を踏まえ試算している。 
注）退職手当については，国立大学法人筑波技術短期大学退職手当規程に基づいて支給することと

するが，運営費交付金として措置される額については，各事業年度の予算編成過程において国家

公務員退職手当法に準じて算定される。 
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 [運営費交付金の算定ルール] 

 

○ 毎事業年度に交付する運営費交付金については，以下の事業区分に基づき，それぞれの対

応する数式により算定したもので決定する。 

Ⅰ〔学部教育等標準運営費交付金対象事業費〕  

①「一般管理費」：管理運営に必要な職員（役員含む）の人件費相当額及び管理運営経費の総額。

Ｌ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＬ（ｙ）。 

②「学部・大学院教育研究経費」：学部・大学院の教育研究に必要な設置基準上の教職員の人件

費相当額及び教育研究経費の総額。Ｄ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＤ（ｙ）。（Ｄ（ｘ）

は，設置基準に基づく教員にかかる給与費相当額。） 

③「教育等施設基盤経費」：教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持保全に必要とな

る経費。Ｆ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＦ（ｙ）。 

〔学部教育等標準運営費交付金対象収入〕 

④「入学料収入」：当該事業年度における入学定員数に入学料標準額を乗じた額。（平成１５年度

入学料免除率で算出される免除相当額については除外） 

⑤「授業料収入」：当該事業年度における収容定員数に授業料標準額を乗じた額。（平成１５年度

授業料免除率で算出される免除相当額については除外）  
Ⅱ〔特定運営費交付金対象事業費〕  

⑥「学部・大学院教育研究経費」：学部・大学院の教育研究活動の実態に応じ必要となる教職員

の人件費相当額及び教育研究経費の総額。Ｄ(ｙ－１)は直前の事業年度におけるＤ(ｙ)。 

⑦「教育研究診療経費」：附属診療所の教育研究診療活動に必要となる教職員の人件費相当額及

び教育研究診療経費の総額。Ｅ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＥ（ｙ）。 

⑧「附属施設等経費」：附属施設の研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費の

総額。Ｅ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＥ（ｙ）。 

⑨「特別教育研究経費」：特別教育研究経費として，当該事業年度において措置する経費。 

⑩「特殊要因経費」：特殊要因経費として，当該事業年度に措置する経費。 

〔特定運営費交付金対象収入〕  

⑪「その他収入」：検定料収入，入学料収入（入学定員超過分），授業料収入（収容定員超過分），

雑収入。平成１６年度予算額を基準とし，中期計画期間中は同額。  
Ⅲ〔附属病院運営費交付金対象事業費〕  

⑫「一般診療経費」：附属診療所の一般診療活動に必要となる人件費相当額及び一般診療経費の

総額。平成１６年度予算額を基準とし，中期計画期間中は同額。 

⑬「債務償還経費」：債務償還経費として，当該事業年度において措置する経費。 

⑭「附属病院特殊要因経費」：附属病院特殊要因経費として，当該事業年度に措置する経費。 

〔附属病院運営費交付金対象収入〕  

⑮「附属病院収入」：附属病院収入。Ｊ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＪ（ｙ）。 
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      運営費交付金   ＝   Ａ（ｙ）＋ Ｂ（ｙ）＋ Ｃ（ｙ） 

 

１．毎事業年度の教育研究経費にかかる学部教育等標準運営費交付金及び特定運営費交付金につい

ては，以下の数式により決定する。 

      Ａ（ｙ）＝ Ｄ（ｙ）＋ Ｅ（ｙ）＋ Ｆ（ｙ）＋Ｇ（ｙ）－ Ｈ（ｙ） 

 

（１）Ｄ（ｙ）＝ ｛Ｄ（ｙ－１）×β（係数）×γ（係数）－Ｄ（ｘ）｝ 

×α（係数）＋Ｄ（ｘ） 

（２）Ｅ（ｙ）＝ Ｅ（ｙ－１）×β（係数）×α（係数） 

（３）Ｆ（ｙ）＝ Ｆ（ｙ－１）×α（係数）± ε（施設面積調整額） 

（４）Ｇ（ｙ）＝ Ｇ（ｙ） 

（５）Ｈ（ｙ）＝ Ｈ（ｙ） 

 

      Ｄ （ｙ）：学部・大学院教育研究経費（②，⑥），を対象。 

Ｅ （ｙ）：教育研究診療経費（⑦），附属施設等経費（⑧）を対象。 

Ｆ （ｙ）：教育等施設基盤経費（③）を対象。 

Ｇ （ｙ）：特別教育研究経費（⑨）を対象。 

Ｈ （ｙ）：入学料収入（④），授業料収入（⑤），その他収入（⑪）を対象。

 

２．毎事業年度の診療経費にかかる附属病院運営費交付金については，以下の数式により決定する。

      Ｂ（ｙ）＝ Ｉ（ｙ）－ Ｊ（ｙ） 

 

（１）Ｉ（ｙ）＝ Ｉ（ｙ） 

（２）Ｊ（ｙ）＝ Ｊ（ｙ－１）＋Ｋ（ｙ） 

      ［Ｋ（ｙ）＝Ｊ’（ｙ）×λ（係数）－Ｊ’（ｙ）］ 

 

      Ｉ （ｙ）：一般診療経費（⑫），債務償還経費（⑬），附属病院特殊要因経費（⑭）を対象。 

Ｊ （ｙ）：附属病院収入（⑮）を対象。（Ｊ’（ｙ）は，平成１６年度附属病院収入予算額。

Ｋ（ｙ）は，「経営改善額」。） 

 

３．毎事業年度の一般管理費等にかかる学部教育等標準運営費交付金及び特定運営費交付金につい

ては，以下の数式により決定する。 

      Ｃ（ｙ）＝ Ｌ（ｙ）＋ Ｍ（ｙ） 

 

（１）Ｌ（ｙ）＝Ｌ（ｙ－１）×α（係数） 

（２）Ｍ（ｙ）＝Ｍ（ｙ） 
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      Ｌ （ｙ）：一般管理費（①）を対象。 

Ｍ （ｙ）：特殊要因経費（⑩）を対象。

 

 

 

      【 諸 係 数 】  

α（アルファ） ：効率化係数。△１％とする。 

β（ベータ） ：教育研究政策係数。物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必要性を総

合的に勘案して必要に応じ運用するための係数。 

各事業年度の予算編成過程において当該事業年度おける具体的な係数値を決

定。 

なお，物価動向等の社会経済情勢等を総合的に勘案した係数を運用する場合に

は，一般管理経費についても必要に応じ同様の調整を行う。 

γ（ガンマ） ：教育研究組織係数。学部・大学院等の組織整備に対応するための係数。 

各事業年度の予算編成過程において当該事業年度おける具体的な係数値を決

定。 

ε（イプシロン）：施設面積調整額。施設の経年別保有面積の変動に対応するための調整額。 

各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決

定。 

λ（ラムダ） ：経営改善係数。２％とする。平成１７年度以降，中期計画期間中に相当程度の

収支改善を求めるための係数。 

 

注） 運営費交付金は上記算定ルールに基づき，一定の仮定の下に算定されたものであり，各事業

年度の運営費交付金については，予算編成過程においてルールを適用して再計算され，決定され

る。 

    なお，運営費交付金で措置される「特別教育研究経費」「特殊要因経費」については，１７

年度以降は１６年度と同額として試算しているが，教育研究の進展等により所要額の変動が予

想されるため，具体的な額については，各事業年度の予算編成過程において決定される。 

 

注） 施設整備補助金は，「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。 

注） 自己収入，産学連携等研究収入及び寄附金収入等については，１７年度以降は１６年度と同

額として試算した収入予定額を計上している。 

注） 業務費については１７年度以降の効率化係数を勘案して試算した支出予定額を計上している。 

注） 長期借入金償還金については，償還計画に基づく所要額を計上している。 

注） 運営費交付金算定ルールに基づく試算において「教育研究政策係数」「教育研究組織係数」は

１とし，また，「施設面積調整額」については，面積調整はないものとして試算している。 
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２ 収支計画  

平成１６年度～平成２１年度 収支計画 

（単位：百万円） 

区  分 金  額 

費用の部 
  経常費用 
    業務費 
      教育研究経費 
      診療経費 
      受託研究費等 
      役員人件費 
      教員人件費 
      職員人件費 
    一般管理費 
    財務費用 
    雑損 
    減価償却費 
  臨時損失 
収入の部 
  経常収益 
    運営費交付金 
    授業料収益 
    入学金収益 
    検定料収益 
    附属病院収益 
    受託研究等収益 
    寄付金収益 
    財務収益 
    雑益 
    資産見返運営交付金戻入 
    資産見返物品受贈額戻入 
  臨時利益 
純利益 
総利益 
 

１５，５９６  
１５，５９６ 
１４，４０１ 
１，８７９ 
５５８ 
１０ 
２３６ 

８，２６６ 
３，４５２ 
 ９７７ 

４ 
０ 

２１４ 
０ 

１５，６３０ 
１５，６３０ 
１３，７０３ 

６２３ 
９１ 
１９ 
６２８ 
１０ 
１１１ 
０ 

２３１ 
９０ 
１２４ 
０ 
０ 
３４ 
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３ 資金計画  

平成１６年度～平成２１年度 資金計画 

（単位：百万円） 

区  分 金  額 

資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 次期中期目標期間への繰越金 
 
資金収入 
 業務活動による収入 
  運営費交付金による収入 
  授業料及入学金検定料による収入 
  附属病院収入 
  受託研究等収入 
  寄付金収入 
  その他の収入 
 投資活動による収入 
  施設費による収入 
  その他の収入 
 財務活動による収入 
 前期中期目標期間よりの繰越金 

１５，６７４ 
１５，３７８ 

２３６ 
３８ 
２２ 

 
１５，６７４ 

          １５，５６２ 
１３，８４９ 

７３３ 
６２８ 
１０ 
１１１ 
２３１ 
９０  
９０ 
  ０ 
０ 
２２ 

（注）前期中期目標期間よりの繰越金２２百万円には，奨学寄附金に係る国からの承継見込み額が

含まれている。 
 
Ⅶ 短期借入金の限度額  

 

○ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

  6億円 
２ 想定される理由 

  運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要として借り入れすることも想定 
される。 

 
Ⅷ 重要な資産を譲渡し，又は担保に供する計画  

○ 重要な資産を譲渡し，又は担保に供する計画 

  重要な資産を譲渡し，又は担保に供する計画はない。 
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Ⅸ 剰余金の使途  

 
○ 決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の充実に充てる。 
 
 
Ⅹ その他  

 

 １．施設・設備に関する計画  

 

施設・設備に関する計画 
施設・設備の内容 予定額（百万円） 財      源 

・小規模改修 総 額   ９０ 施設整備費補助金（９０） 
 

(注１) 金額については見込であり，中期目標を達成するために必要な業務の実施状況等を勘案し
た施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもある。 

 (注２) 小規模改修について１７年度以降は１６年度同額として試算している。 
     なお，各事業年度の施設整備補助金，船舶建造費補助金，国立大学財務・経営センター

施設費交付金，長期借入金については，事業の進展等により所要額の変動が予想されるた

め，具体的な額については，各事業年度の予算編成過程等において決定される。 
 
 ２．人事に関する計画  

 
   教員については，公募制の拡充や他の障害者教育関連の大学・研究機関等との人事交流を図

る。また，事務職員等については，近隣の大学との連携の下に採用・人事交流を行うとともに，

事務職員等の専門性の向上や優秀な技術系職員の確保に努める。 
  （参考） 中期計画期間中の人件費総額見込み  １０，７２７百万円 
       （退職手当を除く） 
 
 ３．中期目標期間を超える債務負担  

 

中期目標期間を超える債務負担 
 （長期借入金）                            （単位：百万円） 
   年度 
 
財源 

 
H16 

 
H17 

 
H18 

 
H19 

 
H20 

 
H21 

中期目標 
 

期間小計 

次期以降 
 

償還額 

総債務 
 

償還額 
長期借入金 
 
償還金 

 
１ 

 
１ 

 
１ 

 
１ 

 
１ 

 
１ 

 
６ 

 
１１ 

 
１７ 
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                       別 表 

 

（学 科） 
 

 
 
学 
 
 
 
科 
 

 
デザイン学科 
機械工学科 
建築工学科 
電子情報学科 
鍼灸学科 
理学療法学科 
情報処理学科 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                       別 表 

 
（収容定員） 
 

 
 
平

成

16 
年

度 
 

 
デザイン学科   10人 
機械工学科    10人 
建築工学科    10人 
電子情報学科   20人 
鍼灸学科     20人 
理学療法学科   10人 
情報処理学科   10人 
 

 
 
平

成 
17 
年

度 
 

 
デザイン学科   10人 
機械工学科    10人 
建築工学科    10人 
電子情報学科   20人 
鍼灸学科     20人 
理学療法学科   10人 
情報処理学科   10人 
 

 
 
平

成 
18 
年

度 
 

 
デザイン学科   10人 
機械工学科    10人 
建築工学科    10人 
電子情報学科   20人 
鍼灸学科     20人 
理学療法学科   10人 
情報処理学科   10人 
 

 
 
平

成 
19 

 
デザイン学科   10人 
機械工学科    10人 
建築工学科    10人 
電子情報学科   20人 
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年

度 

 
鍼灸学科     20人 
理学療法学科   10人 
情報処理学科   10人 
 

 
 
平

成 
20 
年

度 
 

 
デザイン学科   10人 
機械工学科    10人 
建築工学科    10人 
電子情報学科   20人 
鍼灸学科     20人 
理学療法学科   10人 
情報処理学科   10人 
 

 
 
平

成 
21 
年

度 
 

 
デザイン学科   10人 
機械工学科    10人 
建築工学科    10人 
電子情報学科   20人 
鍼灸学科     20人 
理学療法学科   10人 
情報処理学科   10人 
  

 


	中期目標・中期計画一覧表

